
　社会情勢の変化に対応し、将来にわたり安定したし尿くみ取り業務を提
供するため、令和７年10月１日から、し尿くみ取り手数料を改定します。
　平成27年以来、10年ぶりの料金改定となります。（令和元年に実施した
料金改定は、消費税率の引き上げに伴うものでした。）
　皆さまのご理解、ご協力をお願いします。
　なお、この改定により、くみ取り券の取扱いを次のように行いますの
で、ご協力いただきますようお願いします。

◎10月１日以降のくみ取り時は、新券（143円券）が必要となります。
◎９月30日までは、現行券（128円券）でお支払いください。
◎新券の販売は、８月１日から、各市町村役場（役所）と指定金融機関等
で行いますので、お買い求めください。
◎現行券（128円券）をお持ちの方で、使用され
ない場合は、各市町村役場（役所）で、返金手
続をしてください。
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